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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年 2 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 3 月 30 日

開催予定の第 64 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

    

1.変更の理由 

当社は、今後も選ばれ続ける企業であることを目指して、コーポレートガバナンスの向上を図ることを

決定いたしました。同時に、経営の監督と業務執行機能を分離して、取締役会は十分な議論を経て、経

営全般の基本方針を決定する機関に、また業務執行の監督を担う機関に特化することとし、業務執行

権限は新設する執行役員に委譲することといたしました。 

このため、現行定款第４章に執行役員に関する規定を追加するとともに役付取締役の規定廃止に伴

う所要の変更を行うものであります。 

 

2.変更の内容  

現行定款と変更案は、別紙のとおりであります。 

 

 

3.日 程    
  定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 3 月 30 日 

定款変更の効力発生日          平成 23 年 3 月 30 日 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
別紙 

(下線部は変更部分) 
現 行 定 款 変 更 案 

（招集権者および議長） （招集権者および議長） 

第14条 株主総会は、取締役会の決議により

取締役社長が招集し、議長となる。取締

役社長に事故あるときは、あらかじめ取締

役会において定めた順序により、他の取

締役がこれに代わる。 

第14条 株主総会は、あらかじめ取締役会に

おいて定めた取締役が招集し、議長とな

る。 

（新 設） ② 前項の取締役に事故あるときは、あらか

じめ取締役会において定めた順序によ

り、他の取締役がこれに代わる。 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役、取締役会および執行役員 

（役付取締役）  

第23条 取締役会は、その決議によって取締

役会長および取締役社長各１名、取締役

副社長、専務取締役、常務取締役および

取締役相談役各若干名を選定することが

できる。 

（削 除） 

第24条    （条文記載省略） 第23条    （現行どおり） 

（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長） 

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長が招集し、議

長となる。取締役社長に事故あるときは、

あらかじめ取締役会において定めた順序

により、他の取締役がこれに代わる。 

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、あらかじめ取締役会にお

いて定めた取締役が招集し、議長とな

る。 

（新 設） ② 前項の取締役に事故あるときは、あらか

じめ取締役会において定めた順序によ

り、他の取締役がこれに代わる。 

第26条～第27条 （条文記載省略） 第25条～第26条 （現行どおり） 

 （執行役員および役付執行役員） 

（新 設） 第27条 取締役会は、その決議によって執行

役員を選任し、当会社の業務を執行させ

ることができる。 

 ② 取締役会は、その決議によって社長執

行役員、副社長執行役員その他の役付執

行役員を選定することができる。 

 
 

以 上 


